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大
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一

法
華
経
の
成
立
に
於
い
て
原
始
分
と
さ
れ
る
序
品
か
ら
如
来
神
力
品

(提
婆

達
多
品
を
除
く
)
に
至
る
二
十
品
の
偶
文
の
韻
律
は
T
r
i
s
t
u
b
h

と
S
l
o
k
a
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
て
後
分
と
さ
れ
る
諸
品
の
偶
文
の
韻
律
に
は
P
u
s
p
i
t
a
g
r
a
,

(
1
)

V
a
i
t
a
l
i
y
a
,
 
S
a
l
i
n
i

が
あ

る
。

こ
の
様

に
、
原
始
分

と
後
分
と
に
於

い
て
偶

文

の
韻
律

に
も
明
確

な
相
違
が
認
め
ら

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
法
華
経

の
成
立
関

係

と
韻
律
と
に
関
連
が
あ
る

の
で
な

い
か

と
推
測

さ
れ
る
。
故
に
、

こ
の
視
点

に
於

い
て
、
原
始
分
と
さ
れ
る
偶

文
の
韻
律
で
あ
る
T
r
i
s
t
u
b
h

と
S
l
o
k
aを

検
討
す
る
と
、

(一
)
両
韻
律
か
ら
な
る
偶
文
群
に

於

い
て
は
位
置
的
に
S
l
o
k
aの
偶

文

が

T
r
i
s
t
u
b
h

の
偶

文
に
先
行

す
る

こ
と
。

(二
)

妙
本

に
於

い
て
散
文
の
重
頒
と
す
る
偶
文

の
韻
律
を
検
討
す

る
と
、
ほ

と
ん
ど
が
T
r
i
s
t
u
b
h

を
有
す

る
偶

文
群

で
あ
る

こ
と
。

(三
)

妙
本
に
な
く
後
分
と
さ
れ
る
薬

草
喩
品
後
半

の
偶

文

の
韻
律
が
す

べ
て

S
l
o
k
a
で
あ
る
こ
と
。

な
ど
の
様
な
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

こ
の
原
始
分
の
韻
律

で
あ

る
T
r
i
s
t
u
b
h

と
S
l
o
k
aに
於

い
て
も
、

成
立
的
に
分
離
で
き
る
の
で
な

い
か

と
推
測
さ
れ
、

さ
ら
に
分
離
が
可
能
な

ら
ば
T
r
i
s
t
u
b
h

の
偶
文
が
S
l
o
k
aの

偶

文
に
成
立
的
に
先
行
す
る

の
で
な
い
か
と
想
定
さ
れ
る
。

以
上

の
様
な
視
点
に
於

い
て
法
華
経

の
成
立
関
係
を

考

察

し

よ

う

と

す

る

の
で
あ
る
が
、
特

に
本
門

の
正
宗
分
を
中
心
と
す
る

と

こ

ろ

の
従

地

涌

出
品

(
X
I
V
)
、
如

来
寿
量
品

(
X
V
)、
分
別
功
徳
品

(
X
V
I
)の
三
品
に

つ
い
て
検

討

す
る
。

二

ま
ず
初

め
に
、

こ
の
三
品

の
偶

文
の
韻
律
を

示
す

と
、
T
r
i
s
t
u
b
h

の
偶
文
は

従
地
涌
出
品

の
第
三
三
偶

か
ら
第
五
四
偶
、
如
来
寿
量
品

の
第

一
偶

か
ら
第
二

三
偶
、
分
別
功
徳
品

の
第

一
偶
か
ら
第

一
六
偶

、
第

五
八
偶

か
ら
第

六
二
偶
で

あ
り
、
S
l
o
k
aの
偶
文
は
従
地
涌
出
品

の
第

一
偶

か
ら
第
三
二
偶
、

分
別
功
徳

品

の
第

一
七
偶
か
ら
第
五
七
偶

で
あ
る
。

つ
ぎ
に
、

こ
の
三
品
を
内
容
的
に
区
分
す

る
と
、
(一)

従
地
涌
出
品

の
前
半
、

(二)
従
地
涌
出
品

の
後
半
、
如
来
寿
量
品
、
分
別
功

徳
品

の
前

半
、
国
分
別
功
徳

品

の
後
半

の
三

つ
に
分
離

で
き
る
。
天
台
智

顕
は
(一
)を
本
門

の
序
分
、
(
二
)
を
本

門

の
正
宗
分
、
 日
以
降
を
本
門

の
流
通
分
と
す
る
。

こ
の
内
容
的
分
離
と
偶
文

の
韻
律
と

の
関
係
は
、
序
分

に
相
当
す
る
偶

文
が
S
l
o
k
aで
あ

り
、

正
宗

分

が
T
r
i
s
t
u
b
h
で
あ
り
、
流
通
分

に
於

い
て
再

び
S
l
o
k
aと
な

る
。
す

な

わ

ち
、
内
容
的

分
離
と
偶
文
の
韻
律

に
於
け
る
区
分

と
が

一
致
す
る

の
で
あ
る
。

(図
参
照
)

つ
ぎ

に
、
散
文
と
偶
文
の
関
係

で
あ
る
が
、
従

地

涌

出

品

の
第

一
偶

か

ら

第

二
偶

〔
a
〕
、
第
三
三
偶

か
ら
第
三
六
偶

〔
d
〕
、
第

三
七
偶
か
ら
第
四
三
偶

〔
e
〕
、
第

四
四
偶
か
ら
第
五
四
偶

〔f
〕
、
如
来
寿
量
品

の
第

一
偶

か
ら
第

二

三
偶

〔
g
〕
、
分
別
功
徳
品
の
第

三
七
偶
か
ら
第
六

二
偶

〔
j
〕
は

散

文

と
構

成
的

に

一
致
す
る
。
従
地
涌
出
品

の
第
三
偶

か
ら
第
四

偶

〔
b
〕
、
第

五
偶

か

ら
第

三
二
偶

〔
c
〕
は
散
文

と
連
続
す
る
関
係
に
あ
り
、
分
別
功
徳

品
の
第

一
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偶
か
ら
第

一
六
偶

〔
h
〕
は
散
文

と
構
成
的

に
相
違
し
、
第

一
七
偶

か
ら
第

三

六
偶

〔i
〕
は
散
文

の

一
部

の
内
容
を
詳
説
す
る
。
布
施
浩
岳
博
士
は

〔
c
〕
・

(
2
)

〔h
〕
・
〔
i
〕
を
散

文
と
相
応
す

る
と
し
、

〔
g
〕
を
不
相

応

と

す

る
。
し
か

し
、

〔
c
〕
は
散
文
と
類
似
す

る
内
容

で
あ
る
が
構
成
的
に
相
違
す
る
。

〔h
〕

も
散
文
と
類
似
す
る
内
容

で
あ
る
が
、
散
文

は
世
尊

の
弥
勒
等
に
対
す
る
解
説

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
偶
文

は
弥
勒
等

の
世
尊
に
対
す
る
了
解

で
あ
り
相

違
す

る
。
〔
i
〕
は
散
文

の
中

の
五
波
羅
蜜
を
詳
説
す
る
内
容
で
あ

り
、
散

文

の

全

体
に
対

し
て

の
重
頗

で
な

い
。

〔
g
〕

は
散
文
に
比
較
し
て
簡

潔

で

あ

り
、

散

文

は
比
喩
が
詳
細

で
あ
る
が
構
成
的

に

一
致
す
る
。
こ
の
散
文
と
偶

文
と

の
関

係
を
韻
律
に
於

い
て
分
類
す

る
と
、
T
r
i
s
t
u
b
h

の
偶

文
群

は
(
1
)
散
文
と

一
致
す

る
、
(
2
)
散
文
と
相
違
す
る
、

で
あ
り
、
S
l
o
k
aの
偶

文
群

は
(
1
)
と
(
3
)
散
文
と
連

続
す
る
、
(
4
)
散
文

の

一
部
を
詳
説
す
る
、
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

少
な
く

と
も

S
lo
ka

の
偶

文
群

に
於

い
て
は
内
容

的

に

散
文
と
分
離
で
き
な
い
関
係

(一)

序

分

(二)

正
宗
分

(三)

流

通
分

(

)
=
散
文

〔

〕
=
偶
文

*
=

T
r
i
s
t
u
b
h

の
み
の
群

に
あ

る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

(
図
参

照
)

つ
き
に
、
散
文
と
偶
文
を
分
離

し
て
内
容
的

に
理
解

で
き
る
か
を
検

討
す
る

と
、
序
分

に
於

い
て
は
偶
文
が
散
文
と
連
続
す

る
関
係

に
あ

る
の
で
あ
る
か
ら

分
離
す

る
こ
と
が
で
き
な

い
。
正
宗

分
に
於
け

る
偶

文
は
(
1
)
弥
勒
等
の
勧
請
、

(2
)
世尊

の
解
説
、
(
3
)
弥
勒
等

の
了
解
と
完
結
す

る
が
、
散
文

に
於

い
て
は
(
3
)
に

相

当
す

る
と
こ
ろ
が
な
く
(
3
)
の

〔h
〕

を
必
要

と
す
る
の
で
あ

る
。
流
通
分
は

〔
i
〕
が
内
容
的
に
散
文

の

一
部
の
詳
説
で
あ
る
た
め
偶

文
の
み
で
理
解
す
る

こ
と
が
で
き
な

い
が
、
散
文
は
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
S
l
o
k
a

の
偶

文
群

は
散
文
と
分
離
す
る

こ
と
が

で
き
な

い
の
で
あ
り
、

散
文
も
S
l
o
k
a

の
偶

文
群
を

必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
正
宗
分

の
T
r
i
s
t
u
b
h

の
偶

文
群

は
偶
文

の
み
で
理
解

で
き
る

の
で
あ
り
、
む
し
ろ
散
文
の
方
が
偶
文

を
必
要
と
す

る
の
で
あ
る
。
(
図
参
照
)

三

以
上
の
こ
と
か
ら
、
T
r
i
s
t
u
b
h

と
S
l
o
k
aの
偶
文

の
散
文
と
の
関
係
を

成

立
的
に
検
討
す

る
と
、
正
宗
分

の
T
r
i
s
t
u
b
h

の
偶
文
は
内
容
的
に
完

結
し
、

独
立
す
る
の
に
対
し
て
散

文
は
偶
文
を
必
要
と
す

る
の
で
あ
る
か
ら
偶
文
が
散

文
に
成
立
的

に
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ

る
。
S
l
o
k
aの
偶

文
は
散
文
と
不
可
分

の
関
係
に
あ

る
か
ら
成
立
的
に
同
時
期

で
あ
り
、
あ
る
い
は
散
文
の

一
部
を
詳

説
す
る
の
で
あ
る
か
ら
散
文
よ
り

の
ち

の
成
立

と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
様
に
、

T
r
i
s
t
u
b
h

の
偶
文
は
散
文
に
先
行
し

、
S
l
o
k
a
の
偶
文
は
少
な
く
と
も
散
文
と

同
時
期
で
あ

る
か
ら
、
T
r
i
s
t
u
b
h

の
偶

文
は
S
l
o
k
aの
偶
文
に
成
立
的
に
先

行
す
る
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

1

韻
律

の
分
類
は
荻
原
雲
来
土

田
勝
弥
共
訳

『
改
訂
梵
文
法
華
経
』

の
序

に
よ
る

2

布
施
浩
岳

『
法
華
経
成
立
史
』

五

一
頁
-

五
八
頁
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経
の
成

立
的

研
究
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一
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川
)

一
二
七
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